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定款一部変更に関するお知らせ 
 

当社は、平成 30年 11 月 21 日開催の取締役会において、定款の一部変更について平成 30年 12 月 21日

開催予定の第 32期定時株主総会への付議を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 
 

１．提案の理由 

迅速な株主総会手続きのため、株主総会議事録への出席取締役全員の記名押印を不要とし、併せて字句

の修正を行うものであります。 
 

２．定款変更の内容                   （下線部分は変更箇所を示しております。） 

No. 現 行 改 訂 後 

１ （決議の方法） 

第 16条  株主総会の決議は、法令または

定款に別段の定めがある場合を除

き、出席した議決権を行使するこ

とができる株主の議決権の過半数

をもって行う。 

２  会社法 309条第２項の定めによ

る決議は、定款に別段の定めがあ

る場合を除き、議決権を行使する

ことができる株主の議決権の３分

の１以上を有する株主が出席し、

その議決権の３分の２以上をもっ

てこれを行う。 
 

（決議の方法） 

第 16条  株主総会の決議は、法令または

定款に別段の定めがある場合を除

き、出席した議決権を行使するこ

とができる株主の議決権の過半数

をもって行う。 

２  会社法第 309条第２項の定めに

よる決議は、定款に別段の定めが

ある場合を除き、議決権を行使す

ることができる株主の議決権の３

分の１以上を有する株主が出席

し、その議決権の３分の２以上を

もってこれを行う。 
 

２ （議事録） 

第 17条  株主総会における議事の経過の

要領及びその結果並びにその他法

令に定める事項は、議事録に記載

または記録し、議長並びに出席し

た取締役がこれに記名押印または

電子署名する。 
 

（議事録） 

第 17条  株主総会における議事の経過の

要領及びその結果並びにその他法

令に定める事項は、議事録に記載

または記録する。 

 

３．日程 

定款一部変更のための株主総会開催日     平成 30年 12月 21日（予定） 

定款変更の効力発生日            平成 30年 12月 21日（予定） 

以  上 


